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懐
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│
│
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政
治
で
は
な
く
、
歴
史
が
問
題
な
の
は
明
ら
か
だ
。
ど
の
よ
う
な

収
斂
基
準

が
有
効
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が

E
Uの

一
体
性
を
確
保
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
は
冷
静
に
議
論
で
き
る
。
し
か
し
、
起
源
を
め
ぐ
る
問
題
を
落
ち
着
い
て

論
じ
る
の
は
難
し
い
。
そ
れ
は
利
益
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
違
い
に
由
来
す
る
か
ら
だ
。

A
ntoin

ette
S
p
aa

k
a
n
d
K
arel

V
a
n

M
iert,

in
B
r
u
x
elles,

2
001.

0

は
じ
め
に

欧
州
統
合
は
、
加
盟
国
の
政
党
政
治
と
政
党
シ
ス
テ
ム
に
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
及
ぼ
す
の
か
│
│
こ
れ
が
本
稿
で
提
起
さ

れ
る
問
い
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
欧
州
統
合
の
深
化
の
中
で
生
成
し
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る

欧
州
懐
疑
政
党
（E

u
rosce

ptis
m
P
ar‑

ty

）

を
手
掛
か
り
に
、
そ
の
影
響
の
あ
り
方
を
探
る
。

欧
州
統
合
研
究
お
よ
び

E
U

研
究
に
お
い
て
、
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ア
ク
タ
ー
／
対

象
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
欧
州
統
合
で
の
政
党
研
究
の
先
鞭
を
付
け
た
一
人
で
あ
る
ガ
フ
ネ
イ
は

統
合
に
関
す
る
言
説
の
多
く
は

政
党
に
言
及
せ
ず
、
政
党
に
関
す
る
言
説
の
多
く
は
統
合
に
言
及
し
な
い

と
し
て
い
る
（G

affn
e
y,
1
9
96:

1

）。
事
実
、
欧
州
統

合
／

E
U

政
治
に
関
し
て
版
を
重
ね
る
標
準
的
テ
ク
ス
ト
（W

allace
et

al.,
2
0
05

）
や
、
大
学
生
向
け
の
専
門
科
目
の
テ
ク
ス
ト

（Cini,2
0
0
2

）
で
も
、
政
党
に
関
す
る
項
目
や
解
説
は
存
在
し
な
い
。
政
党
は
、
閣
僚
理
事
会
、
欧
州
委
員
会
、
欧
州
司
法
裁
判
所
、

欧
州
議
会
と
い
っ
た
数
多
の

E
U

の
機
制
と
同
じ
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
加
盟
各
国
の
政
党
は

E
U

の
諸
機
関
の
リ
ー
ダ
ー
選
出
だ
け
で
な
く
、
国
内
政
治
で
の
欧
州
統
合
に
つ
い
て
の
フ
レ
ー

ミ
ン
グ
形
成
等
に
お
い
て
、
大
き
な
役
割
と
機
能
を
果
た
し
続
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
欧
州
統
合
研
究
の
古
典
の
ひ
と
つ
、

E
・
ハ
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ー
ス
の

欧
州
の
統
一
（

）
（H

aas,
19
5
8

）
は
、
政
党
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
と
欧
州
レ
ベ
ル
を
架
橋

す
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
、
こ
れ
が
政
治
共
同
体
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
持
つ
も
の
と
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
欧
州

統
合
に
ま
つ
わ
る
政
策
形
成
や
条
約
批
准
の
過
程
で
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
政
治
の
持
つ
機
能
は
、
必
然
的
に
政
党
政
治
へ
の
着
目
に
つ
な

が
る
。
そ
も
そ
も
、

欧
州
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
実
際
に
は
政
党
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

（R
a
u
nio,

2
0
0
6:

24
7

）
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

一
国
内
の
政
党
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
欧
州
統
合
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
で
ど

の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
の
か
を
精
査
す
る
の
は
、
重
要
な
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
な
る
。

こ
う
し
た
政
党
政
治
の
次
元
に
お
い
て
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
（
九
二
年
）、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約

（
九
九
年
）、
欧
州
憲
法
条
約
（
〇
五
年
）、
リ
ス
ボ
ン
条
約
（
〇
七
年
）
の
批
准
過
程
で
、
ま
た
中
東
欧
の
新
規
加
盟
国
に
お
い
て
、

強
力
な
反
欧
州
政
党
の
躍
進
が
観
察
さ
れ
た
。
大
衆
的
不
安
（po

p
ular

u
n
rest

）
を
抱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
オ

ー
ス
ト
リ
ア
自
由
党
（F

P
O

）
と
い
っ
た
欧
州
懐
疑
政
党
は
、
し
ば
し
ば

E
U

政
治
と
国
内
政
治
を
か
く
乱
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ

ベ
ル
で
の
政
党
間
競
合
に
も
影
響
を
与
え
る
存
在
と
な
っ
た
（L

eco
nte,

2
00
5

）。
二
〇
〇
九
年
六
月
に
行
わ
れ
た
欧
州
議
会
選
挙

で
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
否
決
運
動
を
率
先
し
た
リ
ベ
ル
タ
ス
（Lib

ertas

）
は
、
共
通
の
旗
印
の
も
と
、
一
六
カ

国
に
ま
た
が
る
二
〇
以
上
の
欧
州
懐
疑
政
党
・
運
動
と
連
携
、
汎
欧
州
的
な
懐
疑
組
織
と
し
て
立
ち
現
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
か
か
る

欧
州
懐
疑
政
党
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
の
政
党
政
治
に
与
え
て
い
る
の
か
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
欧
州
懐
疑
政
党
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
、
そ
の
定
義
と
概
念
操
作
上
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
次
い

で
欧
州
懐
疑
政
党
が
生
成
す
る
前
提
条
件
と
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
で
、
欧
州
統
合
に
基
づ
く
新
た
な
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ

（
社
会
的
亀
裂
）
が
生
じ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
精
査
す
る
。
ま
た
、
政
党
シ
ス
テ
ム
と
政
党
間
競
合
の
次
元
で
欧
州
統
合
争
点
が
ど

の
よ
う
に
作
用
す
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
、
さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
英
国
の
政
党
政

治
の
動
態
を
比
較
分
析
す
る
。
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以
上
を
通
じ
て
、
政
党
政
治
を
基
礎
に
し
た
欧
州
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
構
造
的
な
困
難
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
結
論
を
先
取
り
す

れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
へ
の
欧
州
統
合
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
確
か
に
限
定
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。
歴
史
的
に
生
成
さ

れ
た
各
国
の
政
党
シ
ス
テ
ム
と
政
党
配
置
／
有
権
者
市
場
は
、
強
固
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
ゆ
え
、
欧
州
統
合
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、

各
国
政
党
政
治
の
力
学
に
適
応
す
る
範
囲
で
し
か
直
接
的
に
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
他
方
で
は
、
政
党
政
治
と
政
党
シ
ス
テ
ム
へ
の

間
接
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
民
主
的
正
統
性
が
模
索
さ
れ
る
欧
州
統
合
過
程
で
、
政
党
の
利
益
媒
介
機
能
が

後
退
し
て
い
る
と
い
う
、
相
互
連
関
的
な
問
題
が
浮
上
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

1

欧
州
懐
疑
主
義
政
党

の
諸
定
義
と
そ
の
問
題

欧
州
懐
疑
主
義
（E

u
rosce

ptis
m

）

を
、

は

欧
州
連
合
の
権
限
（po

w
er

）
強
化
に
反
対

す
る
こ
と

と
定
義
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
①
欧
州
統
合
の
現
状
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
る
、
②
欧
州
統
合
の
さ
ら
な
る
進
展
に

つ
い
て
懐
疑
的
で
あ
る
、
③
欧
州
統
合
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
そ
の
も
の
に
対
し
て
反
対
す
る
こ
と
の
何
れ
か
が
、
精
神
的
・
政
策

的
態
度
と
し
て
持
続
す
る
態
度
（attitu

d
e

）
で
あ
る
と
い
う
、
よ
り
広
範
な
定
義
を
採
用
す
る
。

西
欧
の
欧
州
懐
疑
政
党
を
最
も
早
い
段
階
で
分
析
し
た
一
人
の
タ
ガ
ー
ト
は
、
こ
れ
を
四
つ
に
分
類
し
て
い
る
（T

a
g
g
art,

1
9
98

）。
ひ
と
つ
は

単
一
争
点
型

と
で
も
呼
べ
る
、
欧
州
統
合
に
関
る
争
点
の
み
に
立
脚
し
て
政
治
的
動
員
を
図
る
政
党
で
あ

る
。
こ
れ
に
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の

E
C

連
合
反
対
人
民
運
動
（Pe

o
ple'

s
M
o
v
e
m
e
nt

A
g
ain

st
th

e
E
C

U
nio

n

）

や
フ
ラ
ン
ス

の

M
P
F

（M
o
u
v
e
m
e
nt

p
o
u
r
la

F
ra

n
ce

）
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
次
に

欧
州
懐
疑
的
異
議
申
立
て
政
党

が
あ
り
、
こ
れ
ら
は

既
存
の
大
政
党
（

エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
政
党

）
に
対
抗
す
る
政
党
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
緑
の
党
や
フ
ラ
ン
ス
共

産
党
が
含
ま
れ
る
。
三
つ
め
は
、

欧
州
懐
疑
的
立
場
を
と
る
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
政
党

で
あ
り
、
政
権
与
党
の
経
験
を
持
ち
つ
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つ
も
欧
州
に
懐
疑
的
な
立
場
を
と
る
政
党
で
あ
る
。
こ
の
数
少
な
い
政
党
に
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
中
央
党
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
社
会
民
主

中
道
党
が
あ
げ
ら
れ
る
。
最
後
に
は
、

欧
州
懐
疑
派
閥

が
あ
り
、
こ
れ
は
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
政
党
の
組
織
内
の
影
響
力
あ
る

欧
州
懐
疑
派
を
指
し
、
英
国
の
保
守
党
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

欧
州
懐
疑
政
党

は
、
か
な
り
拡
張
的
か
つ
包
括
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
原
則
と
し
て
欧
州
統
合
に
賛

成
し
つ
つ
も
、
そ
の
政
策
│
│
例
え
ば

E
U

拡
大
│
│
に
異
議
を
唱
え
る
政
党
、
欧
州
統
合
そ
の
も
の
に
反
対
を
表
明
す
る
政
党
、

あ
る
い
は
欧
州
統
合
に
は
反
対
し
つ
つ
も
そ
の
内
実
│
│
例
え
ば

単
一
市
場
の
実
現

│
│
に
賛
成
す
る
と
い
っ
た
政
党
も
含
ま

れ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
欧
州
統
合
支
持
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
欧
州
懐
疑
主
義
に
も
濃
淡
が
存
在
し
、
こ
れ
が
政
党
の
立
場
に

も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
単
純
な
欧
州
統
合
へ
の

支
持

と

反
対

の
構
図
、
す
な
わ
ち

ど
の
程
度
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（H

o
w

m
u
c
h
E
u
ro

p
e

）

で
は
な
く
、

ど
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
（W

h
at

K
in

d
of

E
u
ro

p
e

）

が
争
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば

（T
so

u
k
a
klis,

2
0
0
3

）、
欧
州
懐
疑
政
党
を
単
に
反

E
U

政
党
と
し
て
一
括
り
に
し
て
し
ま
う
の
は
間
違
い
で
あ
る
。

な
お
、
欧
州
懐
疑
政
党
の
存
在
は
、
欧
州
統
合
に
否
定
的
、
肯
定
的
な
国
と
は
相
関
し
な
い
（
図
1
参
照
）。
最
も
高
い
親
欧
州

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
欧
州
大
陸
国
（
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
等
）、
反
対
に
最
も
低
い
周
辺

国
（
英
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ギ
リ
シ
ャ
等
）
の
双
方
に
ま
た
が
る
形
で
、
欧
州
懐
疑
政
党
は
存
在
す
る
（cf.

G
re
e
n,

2
0
08

）。
欧
州
懐
疑
政
党
に
投
票
す
る
有
権
者
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
と
り
わ
け
低
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
デ

ー
タ
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
有
権
者
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
反
欧
州
的
態
度
の
間
に
も
相
関
は
み
ら
れ
な
い
（A

n
d
erse

n&
E‑

v
a
n
s,
2
0
0
5

）。

欧
州
懐
疑
政
党
の
マ
ッ
ピ
ン
グ
と
従
来
の
政
治
的

右
│
左

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
関
係
し
な
い
。
欧
州
懐
疑
政
党
は
左
派
と
右
派

両
極
に
存
在
し
、
表
象
の
さ
れ
方
も
国
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
（Fe

ath
ersto

n
e,
19
8
8

）。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
欧
州
統
合
を
基
点
と
す
る
争
点
態
度
と
既
存
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
機
能
の
あ
り
方
が
非
整
合
で
あ
る
と
同
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時
に
、
他
方
で
は
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
政
党
シ
ス
テ
ム
の
パ

タ
ー
ン
や
様
式
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。本

稿
で
度
々
参
照
す
る
ジ
ジ
ェ
ビ
ア
ッ
ク
／
タ
ガ
ー
ト
は
、

欧
州
統
合
に
対
す
る
政
治
的
態
度
一
般
を
、
①
否
定
主
義
者

（rejectio
nist

‥

E
U
拡
大
や

E
U
制
度
へ
の
参
加
に
反
対
）、

②
修
正
主
義
者
（re

visio
nist

‥
委
譲
さ
れ
た
国
家
主
権
の
復

活
の
要
求
）、
③
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
（m

ini
m
alist

‥
現
状
維
持

の
志
向
と

E
U権
限
拡
大
に
反
対
）、
④
漸
増
主
義
者
（gra

d‑

u
alist

‥
慎
重
な

E
U
の
権
限
増
大
に
賛
成
）、
⑤
改
革
主
義

者
（refor

m
ist

‥

E
Uの
権
限
増
大
に
賛
成
）、
⑥
マ
キ
シ
マ

リ
ス
ト
（m

a
xi

m
alist

‥
さ
ら
な
る
統
合
の
要
求
）
の
六
つ

に
分
類
し
て
い
る
（Szczerbia

k&
T
a
g
g
art,

20
0
8
c

）。
し

か
し
、
こ
の
態
度
は
ど
の
よ
う
な
国
の
、
ど
の
よ
う
な
政
党

に
も
可
変
的
に
観
察
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
も

っ
て

欧
州
懐
疑
主
義

を
計
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、

欧
州
懐
疑
政
党

の
定
義
に
は
、
内
在

的
な
困
難
さ
が
付
随
す
る
。
仮
に
、
欧
州
統
合
に
対
し
て
何

ら
か
の
留
保
を
と
る
こ
と
を
欧
州
懐
疑
主
義
の
定
義
と
す
る

図1 欧州議会選挙（1994 年）における政党タイプ／国別得票率（合計）
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【出典】Taggart, 1998: 374
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な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
九
〇
年
代
以
降
に
生
ま
れ
た
単
一
争
点
型
の
政
党
や
急
進
主
義
的
な
政
党
の
多
く
が
含
ま
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら

に
、
政
権
与
党
が
特
定
の

E
U

政
策
を
打
ち
出
し
た
と
し
て
、
野
党
が
こ
れ
に
反
対
す
る
場
合
に
も
、
こ
れ
を
欧
州
懐
疑
政
党
に
含

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

従
っ
て
、

欧
州
懐
疑
政
党

の
本
質
主
義
的
説
明
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、
既
存
の
政
党
／
政
党
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
欧
州

統
合
要
因
が
ど
う
機
能
し
て
い
る
の
か
を
精
査
し
た
上
で
、
外
延
的
に
欧
州
会
議
政
党
の
位
置
付
け
を
試
み
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
。
そ
の
た
め
に
は
欧
州
統
合
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
の
政
党
シ
ス
テ
ム
を
構
造
化
さ
せ
る
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
と
の
関
係

を
精
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

欧
州
統
合
と

ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ

欧
州
統
合
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
の
政
党
政
治
と
い
う
テ
ー
マ
に
早
く
か
ら
取
り
組
ん
だ
ヒ
ッ
ク
ス
／
ロ
ー
ド
は
、
欧
州
統
合

が
歴
史
的
な

政
党
フ
ァ
ミ
リ
ー
（party

fa
m
ily

）

を
圧
力
に
さ
ら
し
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
政
治
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
を

新
た
に
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
た
（H

ix&
L
ord,

1
9
9
7:

8
9

）。

ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
リ
プ
セ
ッ
ト
／
ロ
ッ
カ
ン
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
中
央
／
周
辺
、
国
家
／
教
会
、

土
地
／
産
業
、
所
有
者
／
労
働
者
の
歴
史
的
な
四
つ
の
亀
裂
に
よ
る
政
党
シ
ス
テ
ム
と
政
党
・
有
権
者
編
成
を
セ
ッ
ト
と
す
る
概
念

で
あ
る
（Lipset&

R
o
k
k
a
n,
19
6
7

）。
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
様
々
な
論
争
が
存
在
す
る
が
、
一
般
的
に
は
、
①

明
確
に
分
類
さ
れ
る
集
団
が
形
成
さ
れ
、
②
そ
の
集
団
の
自
己
認
識
が
存
在
し
、
③
政
治
的
集
団
に
よ
る
集
団
の
動
員
が
あ
る
こ
と

を
定
義
と
し
て
い
る
（Bartolini&

M
air,

1
9
9
0

）。
も
し
欧
州
統
合
が
新
た
な
政
治
体
と
し
て
の
輪
郭
を
持
ち
、
欧
州
に
お
け
る

市
民
・
宗
教
・
産
業
革
命
と
同
じ
ほ
ど
の
ス
ケ
ー
ル
と
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
（cf.

白
鳥
二
〇
〇
八
年
）、
そ
れ
に
伴
う
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構
造
化
と
組
織
化
の
可
能
性
の
有
無
を
測
定
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
以
下
に
、
そ
の
肯
定
論
と
否
定
論
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
確
認

す
る
。

2
・
1

肯
定
論

マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
、
欧
州
政
治
に
よ
る
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
変
動
を
指
摘
す
る
の
が
、
ス
テ
フ
ァ
ノ
・
バ
ル
ト
リ
ー
ニ
と
フ
ィ
リ

ッ
プ
・
シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
で
あ
る
。
前
者
は
、
欧
州
統
合
の
進
展
と
深
化
は
国
民
国
家
を
形
成
せ
し
め
て
き
た
諸
境
界
（bo

u
n
d‑

aries

）
の
再
編
を
伴
う
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
こ
れ
に
添
っ
た

極
化
の
軸
（ax

e
of

p
olarizatio

n

）

が
新
た
に
生
じ
る
必
然
性
を

説
く
。
バ
ル
ト
リ
ー
ニ
は
、
欧
州
統
合
に
対
す
る
各
国
政
党
の
態
度
は
、
加
盟
国
の
国
益
に
規
定
さ
れ
る

地
政
学
モ
デ
ル

、
国

内
政
治
の
価
値
配
分
に
規
定
さ
れ
る

制
度
モ
デ
ル

、
左
右
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
規
定
さ
れ
る

党
派
モ
デ
ル

、
国
内
の
ク
リ
ー
ヴ

ィ
ッ
ジ
構
造
に
規
定
さ
れ
る

起
源
モ
デ
ル

の
四
つ
で
も
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
欧
州
レ
ベ
ル
で
の
政
党
シ
ス

テ
ム
形
成
の
構
造
的
な
弱
さ
を
指
摘
し
つ
つ
、
伝
統
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
政
党
シ
ス
テ
ム
は
欧
州
統
合
で
生
じ
る
政
治
的
・
文
化

的
・
経
済
的
変
化
と
は
非
適
応
的
で
あ
る
と
結
論
付
け
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
構
造
的
崩
壊
を
指
摘
し
て
い

る
（Bartolini,2

0
0
5:

3
5
4
3
5
5

）。

シ
ュ
ミ
ッ
タ
ー
は
、
や
は
り
リ
プ
セ
ッ
ト
／
ロ
ッ
カ
ン
の
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
理
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
よ
り
具
体
的
に
踏
み
込
ん
で
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
で
の
親
欧
州
政
党
と
反
欧
州
政
党
の
軸
が
生
成
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（Sc

h
m
itter,

2
000:

6
9
7
0

）。
欧
州
統
合
を
争
点
と
す
る
こ
の
軸
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
左
右
軸
の
両
陣
営
で
当
初
生
成
さ
れ
る
も
の
の
（2

＋
2

p
arty

s
y
ste

m"

）、
仮
に
こ
の
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
が
解
消
さ
れ
る
方
向
に
向
か
う
な
ら
ば
、
や
が
て
欧
州
統
合
の
是
非
に
添
っ
た
二
大
政

党
制
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
推
測
す
る
（2

p
arty

s
y
ste

m"

）。

こ
う
し
た
分
析
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
政
党
間
競
合
で
の
欧
州
統
合
争
点
の
肥
大
化
を
考
え
れ
ば
、
直
感
的
に
は
納
得
で
き
る
も
の
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で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
ク
リ
ー
ジ
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
旧
来
の
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
の
持
続
は
新
た
な
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
の
勃
興
を

妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
重
層
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
得
る
か
ら
で
あ
る
（K

riesi,19
98

）。

2
・
2

否
定
論

他
方
、
リ
プ
セ
ッ
ト
／
ロ
ッ
カ
ン
の
立
論
を
共
有
し
つ
つ
、
既
存
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
強
靭
さ
を
指
摘
す
る
論
者
も
存
在
す
る
。

ピ
ー
タ
ー
・
メ
ア
ー
は
、
リ
プ
セ
ッ
ト
／
ロ
ッ
カ
ン
が
中
央
に
対
す
る
周
辺
か
ら
の
抵
抗
と
資
源
配
分
を
め
ぐ
る
争
い
に
着
目
し
て

い
た
こ
と
を
重
視
し
、
中
央
│
周
辺
の
亀
裂
は
欧
州
統
合
で
は
制
度
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ま
た
資
源
配
分
に
つ
い
て
は
そ
の
権
限

が
政
党
政
治
の
領
域
に
は
な
い
た
め
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
で
の
争
点
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
（M

air,
2
00
5:

8
9

）。
従
っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化

と
領
土
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
を
比
較
し
た
場
合
、
前
者
は
後
者
を
塗
り
替
え
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

ま
た
、
マ
ー
ク
ス
／
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
一
九
九
六
年
ま
で
の
各
国
の
政
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の

専
門
家
調
査
（ex

p
ert

s
u
rv

e
y

）

デ
ー
タ
か
ら
、
社
会
民
主
主
義
、
自
由
主
義
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
、
保
守
主
義
の
歴
史
的
な
政
党
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
志
向
性
と
欧

州
統
合
支
持
に
変
化
は
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
提
条
件
と
時
間
軸
に
よ
っ
て
強
弱
は
あ
る
も
の
の
、
歴
史
的
に
刻
印
さ
れ

た
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
構
造
は
継
続
し
て
い
る
と
す
る
（M

ar
k
s&

W
ilso

n,
2
00
0

）。

さ
ら
に
、
政
党
シ
ス
テ
ム
内
の
メ
カ
ニ
ク
ス
を
精
査
し
た
ハ
ー
ム
セ
ン
は
、
欧
州
統
合
争
点
が
政
党
間
競
合
で
生
成
す
る
通
常
の

争
点
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
欧
州
統
合
は

非
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
（no

n
cliv

a
g
e

）

だ
と
し
て
い
る
（H

ar
m
se

n,

2
0
05

）。
政
権
与
党
は
欧
州
統
合
や

E
U

政
治
が
不
可
逆
的
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を

国
内
化
（do

m
esticatio

n

）

し
、
次
い
で
欧

州
懐
疑
政
党
は
政
権
与
党
に
対
す
る
批
判
や
追
及
す
る
争
点
と
し
て
欧
州
統
合
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
、
二
段
階
の

吸
収

過
程

が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。
政
党
が
、
欧
州
統
合
に
包
括
的
か
つ
直
接
的
な
反
対
を
表
明
す
る
こ
と
は
反
民
主
主
義
的
な
運
動
と
し

て
ス
テ
ィ
グ
マ
化
さ
れ
る
危
険
性
を
持
ち
、
さ
ら
に
既
成
政
党
の

E
U

批
判
は
非
難
の
急
進
化
（〝
せ
り
上
げ
現
象

）
を
生
じ
さ
せ
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る
か
ら
、
こ
う
し
た
争
点
化
の
あ
り
方
は
回
避
さ
れ
る
（cf.

Sitter,
20
0
1

）。
こ
れ
は
通
常
の

オ
ポ
ジ
シ
ョ
ン

の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
て
、
既
存
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
構
造
を
変
化
さ
せ
る

ま
で
に
は
至
ら
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化

は
こ
と
政
党
政
治
で
は
限
定
的
な
範
囲
に
留
ま
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
欧
州
懐
疑
政
党
に
関
し
て
も
、

欧
州
統
合
は
他
の
手
段
に
よ
る
国
内
政
治

（M
ar
k
s&

W
ilso

n,
2
00
0:

45
9

）
の
範
囲
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

欧
州
統
合
が
政
党
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
全
く
イ
ン
パ
ク
ト
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
立
論
は
、

個
別
的
な
ケ
ー
ス
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
な
い
。
だ
が
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
直
接

的
か
間
接
的
か
で
評
価
は
分
か
れ
る
。
そ
し
て
、

ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ

を
、
歴
史
的
構
造
の

変
化
を
含
む
狭
義
に
解
釈
す
る
の
か
、
政
党
間
競
合
の
パ
タ
ー
ン
や
配
置
に
影
響
を
与
え
る
と

す
る
広
義
に
解
釈
す
る
の
か
に
よ
っ
て
評
価
は
分
か
れ
る
（cf.

R
o
g
er,

2
0
0
8

）。
そ
の
上
で
、

欧
州
統
合
の
影
響
が
浸
透
し
て
何
ら
か
の
変
動
を
も
た
ら
す
の
か
、
あ
る
い
は
制
度
化
さ
れ
て

表
出
さ
れ
な
い
ま
ま
と
な
る
の
か
は
、
個
別
的
な
ケ
ー
ス
に
よ
る
の
で
あ
る
（
表
1
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
欧
州
統
合
は
政
党
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
と
い
う
よ
り
は
、
政
党
の
機
能
そ
の
も
の
に
作
用
し
、
利
益
表
出
の
あ
り
方
を
変
化
さ
せ
て

い
る
と
し
た
ほ
う
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（Bal

m
e&

C
h
a
b
a
n
et,
2
002

）。

従
っ
て
、
次
に
必
要
と
さ
れ
る
作
業
は
、
分
析
レ
ベ
ル
を
下
げ
て
、
欧
州
懐
疑
政
党
が
生
成

し
て
く
る
プ
ロ
セ
ス
を
精
査
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
欧
州
統
合
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
政

治
に
追
従
す
る
、
通
常
の
政
治
的
争
点
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
範
囲
の
中
で
欧

州
懐
疑
政
党
は
始
め
て
分
析
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
サ
ル
ト
ー
リ
や
パ
ー
ネ
ビ
ア
ン
コ
が
強

表1 欧州統合と国内政党システムの関係についての仮説

フォーマット
メカニクス

浸透 制度化

直接的

狭義のクリーヴィッジ

新しい反欧州政党の台頭、既存

政党内での反欧州感情の台頭
汎欧州政党連合の創設と確立

間接的

広義のクリーヴィッジ

ナショナルな政党間競合空間の

圧縮、国内意思決定への拘束、

国政選挙での競合空間の切下げ

代表制のオルターナティブ／非

政党回路の台頭、国内での ヨ

ーロッパ 言説の流通

【出典】 M air, 2007a: 157 に基づき加筆修正
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調
し
た
よ
う
に
、
政
党
の
適
応
過
程
と
合
理
性
に
着
目
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
（Sartori,1

9
68;

パ
ー
ネ
ビ
ア
ン
コ
二
〇
〇

五
年
）。

3

欧
州
統
合
の
も
と
で
の
政
党
間
競
合

あ
る
国
の
政
党
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
欧
州
懐
疑
政
党
が
存
在
し
、
存
在
し
た
と
し
て
、
ど
の
程
度
の
支
持
を
集
め
る
の
か
は
、
相

互
に
関
連
す
る
複
数
の
要
因
が
特
定
で
き
る
（cf.

S
zczerbia

k&
T
a
g
g
art,

20
08

b

）。

ま
ず
、
政
党
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
あ
げ
ら
れ
る
。
直
感
的
に
は
、
国
家
主
権
や
社
会
秩
序
に
固
執
す
る
保
守
／
右
派
政
党
、
ま
た
、

左
派
に
お
い
て
は
一
国
社
会
主
義
を
試
み
資
本
主
義
体
制
に
批
判
的
な
社
会
主
義
／
共
産
党
が
欧
州
統
合
に
批
判
的
と
な
る
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。
他
方
、
歴
史
的
に
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
構
造
を
持
つ
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
政
党
は
、
統
合
に
積
極
的
で
あ
る

こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
、
政
党
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
弱
や
配
置
で
も
っ
て
、
欧
州
懐
疑
主
義
の
浸
透
度
や
影
響
力
を
計
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
う
し
た
政
党
配
置
の
下
で
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
左
右
と
欧
州
統
合
へ
の
態
度
は
、
逆

U
字
型
（in

v
erte

d
U
c
u
rv

e"

）

と
な
る
。
例
え
ば
、
共
産
党
は
単
一
市
場
と
い
う
資
本
主
義
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
、
極
右
政
党
は
主
権
移
譲
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
脅
威
を
欧
州
統
合
に
見
出
す
。
こ
う
し
て
、
中
道
政
党
（
社
民
政
党
、
キ
リ
民
政
党
、
自
由
主
義
政
党
）
が
親
欧
州
的

で
あ
る
一
方
、
左
右
両
極
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
欧
州
懐
疑
政
党
の
数
は
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
（H

ix&
L
ord,

1
997:

C
h.2

）。

そ
の
理
由
と
し
て
、
フ
ー
グ
等
は
、
政
党
シ
ス
テ
ム
で
優
位
な
立
場
を
維
持
で
き
る
政
党
は
、
あ
え
て
欧
州
懐
疑
の
立
場
を
と
る

必
要
性
が
な
い
一
方
、
逆
に
劣
位
に
あ
り
与
党
と
な
る
チ
ャ
ン
ス
を
得
ら
れ
な
い
周
辺
政
党
は
、
競
合
関
係
の
再
編
を
狙
っ
て
、
欧

州
懐
疑
政
党
へ
と
傾
斜
す
る
合
理
的
な
理
由
を
持
つ
か
ら
だ
と
い
う
（H

o
o
g
h
e
et

al.,
2
00
2

）。
こ
れ
は
、
な
ぜ
反
シ
ス
テ
ム
政

党
・
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
党
と
呼
ば
れ
る
政
党
が
、
欧
州
懐
疑
政
党
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
か
を
説
明
す
る
、
有
力
な
仮
説
で
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あ
る
。

次
に
、
制
度
的
構
造
を
要
因
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
欧
州
懐
疑
政
党
が
、
多
数
派
選
挙
制
度
の
下
で
有
意
な
政
党
と
な

る
の
は
難
し
く
、
ま
た
行
政
府
と
立
法
府
と
の
関
係
に
よ
っ
て
も
政
党
戦
略
は
変
化
す
る
。
ま
た
、
時
の
政
府
や
他
の
政
党
の
欧
州

統
合
に
対
す
る
態
度
、
そ
の
国
が
統
合
過
程
か
ら
ど
の
程
度
利
益
を
得
て
い
る
の
か
、
例
え
ば

E
U

法
の
議
会
で
の
扱
わ
れ
方
や

C

A
P

（
共
通
農
業
政
策
）
の
受
益
国
か
ど
う
か
な
ど
の
変
数
も
あ
げ
ら
れ
る
。
中
に
は
、
西
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
当
初
か
ら
欧
州
統
合

過
程
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
明
確
に
欧
州
懐
疑
の
立
場
が
表
明
し
に
く
い
政
治
的
構
造
を
持
つ
国
も
存
在
す
る
（L

e
es,

2
0
02

））
。

最
後
に
は
、
当
然
な
が
ら
政
党
間
競
合
の
構
造
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
大
政
党
制
／
多
党
制
な
の
か
と
い
っ
た
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
の
形
式
、
さ
ら
に
そ
の
国
に
お
け
る
代
表
性
の
機
能
の
あ
り
方
や
争
点
創
出
な
ど
の
メ
カ
ニ
ク
ス
の
形
式
に
よ
っ
て
、
欧
州

懐
疑
主
義
の
発
展
の
あ
り
方
は
異
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

3
・
1

政
党
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
マ
ッ
プ

前
述
の
よ
う
に
、
欧
州
懐
疑
政
党
の
生
成
と
発
展
の
説
明
に
は
、
既
存
の
政
党
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
特
定
が
不
可
欠
と
な
る
。
こ
れ

ら
政
党
は
、
①
政
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
、
②
党
内
組
織
、
③
政
党
間
競
合
、
④
政
党
│
政
府
関
係
、
⑤
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
政
党

関
係
の
五
つ
の
領
域
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
を
す
で
に
経
験
し
て
お
り
（La

drec
h,
20
0
2

）、
欧
州
統
合
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い

る
か
が
、
欧
州
懐
疑
政
党
の
成
否
を
決
め
る
。

先
に
紹
介
し
た
マ
ー
ク
ス
／
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
欧
州
統
合
を
起
点
と
し
て
政
党
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
ど
の
よ
う
に
移
動
す
る
か
の
ロ
ジ

ッ
ク
に
つ
い
て
ヒ
ン
ト
を
提
示
し
て
い
る
（M

ar
k
s&

W
ilso

n,
2
0
00,

cf.
H
o
o
g
h
e
et

al.,
2
0
02;

M
ar
k
s
et

al.,
2
00
2

）。
こ
れ
に

よ
る
と
、
既
存
の
社
民
政
党
は
、
一
国
レ
ベ
ル
で
の
社
民
主
義
体
制
の
維
持
が
困
難
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
欧
州
統
合
に
よ
る
単
一
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市
場
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
抵
抗
し
て
い
た
の
が
、
統
合
の
進
展
に
伴
う
諸
政
策
（
構
造
基
金
、
欧
州
社
会
憲
章
、
環
境
政
策
等
）
に
よ
る

補
完
的
政
策
に
魅
力
を
感
じ
て
、
親
欧
州
統
合
的
態
度
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
の
左
派

政
党
は
一
九
五
〇
年
代
に
は
超
国
家
統
合
に
懐
疑
的
だ
っ
た
の
が
、
そ
の
後
、
政
権
交
代
を
経
験
し
て
結
果
的
に
新
欧
州
統
合
へ
と

ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
（cf.

G
riffith

s,
19
93

）。
保
守
政
党
は
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
／
国
家
主
権
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い

う
偏
差
は
あ
る
も
の
の
、
単
一
市
場
競
争
の
側
面
を
重
視
し
、
や
は
り
新
欧
州
統
合
へ
と
帰
着
す
る
。

そ
も
そ
も
政
権
与
党
で
あ
る
場
合
、
超
国
家
的
な
欧
州
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
の
離
脱
は
、
ほ
ぼ
不
可
能
に
近
い
。
さ
ら
に
欧
州

統
合
は
、
時
間
を
追
う
に
つ
れ
て
、
そ
の
制
度
的
拘
束
を
強
め
る
か
ら
（Parso

n
s,
2
00
3

）、
政
権
獲
得
競
争
に
参
加
し
よ
う
と
す

る
政
党
が
、
欧
州
懐
疑
政
党
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
難
し
い
。

既
存
の
政
党
が
、
欧
州
統
合
に
な
ぜ
親
和
的
態
度
を
と
る
の
か
に
つ
い
て
の
も
う
ひ
と
つ
の
有
力
な
議
論
は
、
ヒ
ッ
ク
ス
に
よ
る

も
の
で
あ
る
（Hix,

1
99
9

）。
彼
は
政
党
競
合
空
間
で
、

統
合
（inte

g
ratio

n

）
│
独
立
（in

d
e
p
e
n
d
e
n
ce

）

の
軸
が
生
じ
て
い

る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
こ
れ
が
全
面
化
し
な
い
理
由
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
マ
ッ
プ
（id

e
olo

gical
id
e
ntikit"

）
を
用
い
て
説
明
し
て

い
る
。

こ
の
マ
ッ
プ
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
各
国
で
は
統
合
に
よ
り
有
利
に
な
る
セ
ク
タ
ー
と
不
利
に
な
る
セ
ク
タ
ー

が
存
在
す
る
一
方
、
政
党
の
伝
統
的
な
支
持
基
盤
は

統
合
│
独
立

の
軸
に
ま
た
が
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
社
民
政

党
は
大
企
業
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
お
よ
び
国
有
部
門
／
国
内
企
業
従
業
員
を
支
持
基
盤
と
し
、
ま
た
保
守
政
党
は
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
経

営
者
だ
け
で
な
く
、
自
営
業
者
に
も
依
存
す
る
。
さ
ら
に
自
由
主
義
政
党
は
、
大
企
業
従
業
員
や
グ
ロ
ー
バ
ル
従
業
員
を
票
田
と
す

る
）。

従
っ
て
、
従
来
の
左
右
対
立
軸
に
沿
っ
た
社
会
的
規
制
の
よ
う
な

階
層
内
連
合

は
可
能
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は

統
合

│
独
立
軸

で
機
能
せ
ず
、
逆
に

統
合
│
独
立
軸

で
の

セ
ク
タ
ー
内
連
合

は
可
能
と
な
る
が
、
こ
れ
は
左
右
対
立
軸
で
は

機
能
し
な
い
。
そ
し
て
、
既
存
政
党
が
特
定
セ
ク
タ
ー
の
み
に
依
存
す
る
こ
と
は
戦
略
的
敗
北
を
意
味
す
る
た
め
、
左
右
対
立
軸
を
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優
先
し
た
形
で

E
U

政
治
空
間

が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

統
合
│
独
立
軸

で

独
立

次
元
に
位
置
す
る
社
会
階
層
は
相
対
的
に
少

な
い
た
め
、
左
右
両
極
の
欧
州
懐
疑
政
党
を
除
い
て
、
既
存
政
党
は
新
欧
州
的

に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
欧
州
統
合
争
点
は
、
国
内
の
選
挙
市

場
で
は
政
党
に
と
っ
て

ペ
イ

し
な
い
争
点
な
の
で
あ
る
。

計
量
分
析
で
も
、
政
党
は

統
合
│
対
立
軸

で
は
な
く
、
既
存
の
有
権
者

分
布
に
従
っ
て
配
置
し
て
お
り
、
そ
れ
も
、
政
権
に
近
い
政
党
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
に
、
そ
の
程
度
が
強
い
と
さ
れ
る
（M

attila&
R
a
u
nio,

20
06

）。

以
上
の
立
論
は
、
既
存
政
党
が
構
造
的
な
形
で
新
欧
州
統
合
的
立
場
に
固
定

化
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
欧
州
統
合
で
も
っ
て
新
た
な

政
党
間
競
合
の
余
地
が
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
に
対
応
す
る
に
は
コ
ス
ト
が
高

く
、
仮
に
適
応
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
と
っ
た
場
合
、
政
党
は
選
挙
上
の
大
き
な

リ
ス
ク
を
抱
え
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
欧
州
統
合
は

統
合
│
独
立
軸

を
生
起
さ
せ
る
も
の
の
、
政
党
組
織
は

左
右
対
立
軸

内
で
し
か
競
合
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
が
政
党
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
の

ね
じ
れ

を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
（
表
2
参
照
））
。
と
い
う
の
も
、
実

際
の
有
権
者
態
度
と
し
て
は

統
合
│
独
立
軸

が
明
確
に
存
在
し
て
い
る
に

も
拘
わ
ら
ず
│
│
そ
し
て
こ
れ
は
左
右
対
立
軸
と
相
関
性
を
持
た
な
い
│
│
、

こ
れ
に
対
す
る
既
成
政
党
の
政
治
的
準
備
（political

rea
din

ess

）
が
な
い
状

表2 欧州統合の政党システムへの影響

レベル 問題 直接的影響 間接的影響

政治システム 政党の役割 ─

ナショナルな政治資源

の削減

利益代表回路の均衡の

変化

政党システム

フォーマットの変化

有権者編成

競合のパターン

新党結成

有権者の再編成

新しい争点の次元

既存政党による推進

政党
トランスナショナル

組織との協調

水平的協調／スープラ

ナショナル連合の困難
─

政党組織内 派閥／中央周縁の分化 分党
組織内の垂直的秩序の

緩和

【出典】Bartolini, 2005: 359 に基づいて作成
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態
を
帰
結
さ
せ
て
い
る
た
め
で
あ
る
（Ejik&

F
ra

n
klin,

2
0
0
4

）。

3
・
2

政
治
的
機
会
構
造
に
よ
る
懐
疑
主
義
の
表
出

欧
州
懐
疑
政
党
の
存
在
は
、
以
上
の
よ
う
な
政
党
シ
ス
テ
ム
の
構
造
に
拠
っ
て
い
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

既
存
政
党
は
欧
州
統
合
争
点
を
有
意
な
形
で
扱
う
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
新
た
な
競
合
的
次
元
を
切
り
拓
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
反

対
に
、
欧
州
懐
疑
政
党
は
、
そ
こ
に
新
た
な
ニ
ッ
チ
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
見
出
し
、
い
わ
ば
エ
リ
ー
ト
に
対
す
る

挑
戦
者
（co

n‑

te
n
d
ers

）

と
し
て
の
地
位
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

）
。

欧
州
統
合
争
点
は
、
政
治
的
な
機
会
構
造
を
提
供
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

政
治
的
機
会
構
造

と
は
、
周
知
の
よ
う
に
ア
イ

ジ
ン
ガ
ー
や
テ
ィ
リ
ー
、
タ
ロ
ー
と
い
っ
た
論
者
に
よ
っ
て
先
鞭
が
付
け
ら
れ
た
概
念
で
あ
り
、
マ
ッ
ク
ア
ダ
ム
の
定
義
に
従
え
ば
、

⑴
政
治
シ
ス
テ
ム
の
開
放
性
、
⑵
エ
リ
ー
ト
の
統
治
連
合
パ
タ
ー
ン
の
変
化
の
有
無
、
⑶
エ
リ
ー
ト
の
統
治
連
合
の
有
無
、
⑷
国
家

の
抑
圧
能
力
の
四
つ
を
要
因
と
し
て
、
特
定
集
団
の
権
力
へ
の
ア
ク
セ
ス
機
会
が
存
在
す
る
の
か
を
特
定
す
る
も
の
で
あ
る
（M

c‑

A
d
a
m,
1
9
9
6;

cf.
K
itc

h
elt,

1
98
6

）。

欧
州
懐
疑
政
党
の
存
在
に
と
っ
て
、
最
も
決
定
的
な
環
境
的
／
制
度
的
要
因
は
選
挙
制
度
で
あ
る
。
当
然
、
比
例
代
表
制
（
あ
る

い
は
比
例
度
の
高
い
混
合
制
）
を
採
用
し
て
い
る
国
で
は
欧
州
懐
疑
政
党
の
生
成
と
発
展
の
可
能
性
が
高
い
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ

に
加
え
て
、
国
民
投
票
を
機
会
構
造
に
数
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
（L

e
es,

20
0
8

）。
オ
ラ
ン
ダ
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ま
た
後
に

み
る
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
、

E
U

条
約
の
国
民
投
票
は
、
欧
州
懐
疑
運
動
が
世
論
に
働
き
か
け
る
大
き
な
き
っ
か
け
を
提
供
し
た
。

も
っ
と
も
、
多
数
制
を
と
る
英
国
や
フ
ラ
ン
ス
に
も
欧
州
懐
疑
政
党
は
存
在
す
る
。
逆
に
、
比
例
制
を
と
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ノ

ル
ウ
ェ
ー
に
有
意
な
欧
州
懐
疑
政
党
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
国
民
投
票
実
施
の
頻
度
は
高
い
も
の
の
、
英
国
で
は

ほ
と
ん
ど
な
く
、
逆
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
に
国
民
投
票
の
頻
度
が
高
く
と
も
、
こ
れ
が
欧
州
懐
疑
政
党
の
生
成
に
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は
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
国
も
あ
る
。
つ
ま
り
、

政
党
が
複
雑
な
現
象
で
あ
っ
て
、
制
度
的
環
境
を
考
慮
に
入
れ
て
も
欧
州
統

合
に
対
す
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
の
か
を
特
定
す
る
の
は
難
し
い

（L
e
es,

2
0
08:

4
9

）。
従
っ
て
、
環
境
的
／
制
度

的
要
因
で
は
な
く
、
政
党
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
質
的
な
機
会
構
造
を
考
慮
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
以
下
に
、
英
仏
の
具
体
的
事

例
を
み
て
み
よ
う
。

4

仏
英
に
お
け
る
欧
州
懐
疑
政
党
の
展
開
と
生
成

ジ
ジ
ェ
ビ
ア
ッ
ク
／
タ
ガ
ー
ト
編
に
よ
る

E
U

加
盟
一
八
カ
国
の
欧
州
懐
疑
政
党
に
関
す
る
サ
ー
ヴ
ェ
イ
で
は
、
各
国
の
欧
州
統

合
を
め
ぐ
る
政
党
間
競
合
パ
タ
ー
ン
が
分
類
さ
れ
て
い
る
（Szczerbia

k&
T
a
g
g
art,

2
00
8
a,

c
h.
2
0

）。
す
な
わ
ち
、
①
主
要
政

党
が
原
則
欧
州
統
合
に
積
極
的
で
あ
り
、
従
っ
て
主
流
派
の
間
で
は
争
点
と
な
ら
な
い

限
定
的
な
異
議
申
立
て

（
原
加
盟
国
の
多

く
）、
②
政
権
に
就
く
主
要
政
党
が
欧
州
統
合
を
争
点
と
し
て
い
る

開
か
れ
た
異
議
申
立
て

（
北
欧
諸
国
の
多
く
）、
③
欧
州
統
合

争
点
が
政
党
間
競
合
に
全
く
影
響
を
与
え
な
い

封
じ
込
め
ら
れ
た
異
議
申
立
て

（
新
規
加
盟
国
の
多
く
）
の
三
つ
で
あ
る
。

こ
の
分
類
に
従
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
①

限
定
的
な
異
議
申
立
て

が
観
察
さ
れ
、
英
国
は
②

開
か
れ
た
異
議
申
立
て

が
観

察
さ
れ
る
国
で
あ
る
。
両
国
に
は
、
ジ
ジ
ェ
ビ
ア
ッ
ク
／
タ
ガ
ー
ト
が
さ
ら
に
分
類
し
た

ソ
フ
ト
な
欧
州
懐
疑
政
党

と

ハ
ー

ド
な
欧
州
懐
疑
政
党

の
立
場
を
と
る
、
二
種
類
の
政
党
が
混
在
し
て
い
る
。
前
者
は
欧
州
／

E
U

そ
の
も
の
に
異
議
申
し
立
て
る

の
で
は
な
く
、
特
定
の
政
策
領
域
に
対
す
る
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
を

異
議
申
し
立
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク

（ibid.:
8

）
と
し
て
用
い

る
政
党
で
あ
る
。
後
者
は
、
し
ば
し
単
一
争
点
型
の
政
党
と
し
て
、
欧
州
統
合
／

E
U

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
そ
の
も
の
の
破
産
や
脱
退
を

主
張
す
る
政
党
で
あ
る
。
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
仏
共
産
党
や

C
P
N
T

、
英
保
守
党
や
緑
の
党
は

ソ
フ
ト
な
欧
集
懐
疑
政
党

、

他
方
で
仏

M
D
C

や

R
P
F

、
英

U
K
I
P

や

B
N
P

は

ハ
ー
ド
な
欧
州
懐
疑
政
党

に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
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4
・
1

フ
ラ
ン
ス
の
事
例

）

フ
ラ
ン
ス
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
ゴ
ー
リ
ズ
ム
や
左
派
勢
力
に
よ
る
反
欧
州
主
義
は
ほ
ぼ
消
滅
し
、
少
な
く
と
も
主
要
政
党
に
よ

る
全
面
的
な
欧
州
懐
疑
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

欧
州
統
合
に
対
す
る
批
判
的
態
度
を
堅
持
し
て
い
た
政
党
フ
ァ
ミ
リ
ー
は
保
守
政
党
だ
が
、
こ
れ
は

自
由
主
義
的
・
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
主
義
的
右
派

と

本
来
的
な
ド
ゴ
ー
ル
主
義
の
正
嫡

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
（
レ
モ
ン
一
九
九
五
年;

cf.
S
a
u
g
er,

2
0
0
5

）。

一
九
六
二
年
の
ド
ゴ
ー
ル
大
統
領
の

E
E
C

（
欧
州
経
済
共
同
体
）
批
判
に
抗
議
し
て
中
道

M
R
P

の
閣
僚
五
名
が
辞
職
、
ま
た
七

〇
年
代
に
は
ジ
ス
カ
ー
ル
=
デ
ス
タ
ン
大
統
領
と
対
立
す
る
ド
ゴ
ー
ル
派
の
シ
ラ
ク
元
首
相
が
、
欧
州
議
会
の
直
接
選
挙
に
反
対
し

て
大
統
領
与
党
を

外
国
の
政
党

と
非
難
し
た
よ
う
に
、
統
合
を
め
ぐ
っ
て
保
守
陣
営
は
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
左
派

陣
営
の
中
の
主
要
政
党
と
な
っ
た
社
会
党
も
、
五
〇
年
代
の
欧
州
防
衛
共
同
体
（

E
D
C）
批
准
の
際
に
党
内
で
路
線
対
立
を
経
験

し
、
ま
た
七
〇
年
代
の
野
党
期
に
は
欧
州
統
合
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
内
紛
を
抱
え
た
よ
う
に
、
欧
州
統
合
と
必
ず
し
も
親
和

的
で
な
か
っ
た
（D

el
w
itt,

1
9
95

）。

も
っ
と
も
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
左
派
ミ
ッ
テ
ラ
ン
、
続
く
保
守
シ
ラ
ク
大
統
領
と
も
に
、
欧
州
統
合
を

争
点
化
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
（G

r
u
n
b
er
g,
2
00
8

）。
こ
れ
は
、
共
産
党
や
極
右
を
除
く
左
右
両
派
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
政

党
が
与
党
経
験
と
と
も
に
欧
州
統
合
支
持
へ
と
傾
き
、
欧
州
統
合
が
八
〇
年
代
後
半
か
ら
政
党
間
の

仕
切
ら
れ
た
コ
ン
セ
ン
サ

ス

と
な
っ
た
こ
と
の
証
し
で
も
あ
っ
た
（
吉
田
二
〇
〇
八
年
）。
主
要
政
党
の
新
欧
州
統
合
的
態
度
へ
の
傾
斜
と
、
党
内
の
欧
州
懐

疑
派
の
駆
逐
は
、
九
〇
年
代
の
左
右
両
陣
営
で
の
欧
州
懐
疑
政
党
の
誕
を
説
明
す
る
前
提
条
件
と
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
政
党
制
に
は
、
極
左
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
政
党
（
旧

労
働
者
の
戦
い
（

L
O）
、

共
産
主
義
革
命
連
合
（

L
C
R）
）
か

ら
極
右
の
国
民
戦
線
（

F
N）
ま
で
、
広
い
レ
ン
ジ
に
わ
た
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
党
が
存
在
す
る
が
、
欧
州
懐
疑
政
党
と
し
て
明
確

欧州統合過程とナショナルな政党政治

649



に
分
類
で
き
る
政
党
は
、
九
二
年
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
（

T
E
U）
の
国
民
投
票
を
境
に
し
て
出
現
し
た
。
こ
の
い
わ
ば

マ

ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
・
モ
ー
メ
ン
ト

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
欧
州
懐
疑
政
党
は
こ
れ
以
降
増
加
し
て
い
き
、
有
権
者
市
場
で
も
欧
州
統
合

が
固
有
の
争
点
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
（A

n
d
erse

n&
E
v
a
n
s,
2
0
05

））
。

保
守
陣
営
で
は
、
一
九
九
四
年
に
中
道

U
D
F

か
ら
分
派
し
た

フ
ラ
ン
ス
の
た
め
の
運
動
（

M
P
F）

が
い
わ
ゆ
る

主
権

主
義
（so

u
v
erainis

m
e

）

政
党
の
嚆
矢
で
あ
る

）
。

M
P
F

は
九
四
年
の
欧
州
議
会
（

E
P）
候
補
者
リ
ス
ト
と
し
て

も
う
ひ
と

つ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
た
め
の
多
数
派

を
提
出
、
極
右

F
N

を
上
回
る
得
票
率
一
二
・
三
三
％
を
獲
得
し
た
。
党
首
ド
ヴ
ィ
リ
エ
は
、

翌
九
五
年
の
大
統
領
選
に
も
立
候
補
を
表
明
、
泡
沫
候
補
の
中
で
は
得
票
率
四
・
七
四
％
と
善
戦
し
た
。

こ
の

M
P
F

の
躍
進
に
触
発
さ
れ
、
九
九
年
に
は
今
度
は
ゴ
ー
リ
ス
ト
政
党

R
P
R

か
ら
離
脱
し
た
パ
ス
ク
ワ
が

フ
ラ
ン
ス
連

合
（

R
P
F）

を
結
成
、
同
年
の

E
P

選
挙
に

M
P
F

と
の
共
通
リ
ス
ト

フ
ラ
ン
ス
の
た
め
の
連
合
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
独
立

を
作
成
す
る
。
パ
ス
ク
ワ
と
賛
同
者
の
セ
ガ
ン
は

R
P
R

シ
ラ
ク
派
と
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
争
い
に
敗
れ
、
与
党
内
で
は
す
で
に
マ

ー
ジ
ナ
ル
な
地
位
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
保
守
陣
営
内
の
主
権
主
義
政
党
の
合
同
の
結
果
、
同
選
挙
で
は
与
党
社
会
党

に
次
ぐ
一
三
・
〇
五
％
の
得
票
率
が

R
P
F

／

M
P
F

に
流
れ
、
や
は
り
共
通
リ
ス
ト
で
選
挙
に
臨
ん
だ

R
P
R

│

U
D
F

の
ス
コ

ア
を
上
回
っ
た

）
。
も
っ
と
も
、

M
P
F

と

R
P
F

は
、
二
〇
〇
〇
年
に
党
首
同
士
の
ラ
イ
バ
ル
争
い
と
方
針
対
立
に
見
舞
わ
れ
、
最

終
的
に

主
権
主
義

陣
営
は
分
裂
し
て
し
ま
う
。

左
派
陣
営
内
で
も
、
九
三
年
に
欧
州
懐
疑
主
義
を
明
確
に
す
る

市
民
の
運
動
（

M
D
C）

が
、
社
会
党
内
左
派
の
派
閥
を
率

い
て
い
た
シ
ュ
ヴ
ェ
ン
ヌ
マ
ン
を
党
首
と
し
て
誕
生
し
た

）
。
も
っ
と
も
、
九
四
年
の

E
P

選
で

M
D
C

は
二
・
五
四
％
と
低
迷
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
保
守
陣
営
で
の
反
シ
ス
テ
ム
政
党
が

F
N

（
国
民
戦
線
）
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
左
派
陣
営
内
で

は
共
産
党
に
加
え
て
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
政
党
や
緑
の
党
と
い
っ
た
、
複
数
の
反
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
政
党
が
存
在
し
て
、
票
が
分
散
さ

れ
た
た
め
で
あ
る
（Le

G
all,

19
94

）。

M
D
C

は
九
七
年
の
下
院
選
で
も
一
・
〇
八
％
の
低
得
票
率
に
甘
ん
じ
た
も
の
の
、
同
年
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に
発
足
し
た
ジ
ョ
ス
パ
ン
左
派
連
立
政
権
の
一
角
を
共
産
党
と
と
も
に
占
め
る
。

エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
政
党
に
よ
っ
て
、
共
産
党
を
含
む
欧
州
懐
疑
政
党
が

囲
い

込
ま
れ
た

こ
と
で
左
派
の
欧
州
懐
疑
政
党
は
勢
い
を
減
じ
て
い
っ
た
（M

il‑

n
er,

2
0
0
0

）。

二
〇
〇
二
年
大
統
領
選
で
は
、

F
N

党
首
ル
ペ
ン
が
決
戦
投
票
に
進
ん
だ
が
、

同
選
挙
で
の
欧
州
懐
疑
政
党
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た

（
表
3
参
照
）。
こ
れ
は
、
同
選
挙
で
犯
罪
や
社
会
格
差
が
大
き
な
争
点
と
な
っ
た

こ
と
、
欧
州
懐
疑
政
党
の
争
点
化
が
、
左
右
対
立
軸
に
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
っ
た

た
め
で
あ
る
（G

r
u
n
b
er
g,
20
0
8

）。
欧
州
統
合
に
ま
つ
わ
る
争
点
と
し
て
、
極

右
支
持
者
は
移
民
政
策
を
、
反
対
に
左
派
の
欧
州
懐
疑
政
党
支
持
者
は
社
会
保
障

政
策
を
重
視
し
た
た
め
、
双
方
の
争
点
の
乗
り
入
れ
も
実
現
し
な
か
っ
た
。

さ
て
、
以
上
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
欧
州
懐
疑
政
党
の
生
成
と
発
展
は
、
こ
れ

ま
で
の
仮
説
を
支
持
す
る
。
ま
ず
欧
州
懐
疑
政
党
は
、
既
存
の
政
党
フ
ァ
ミ
リ
ー

な
い
し
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
政
党
内
で
の
覇
権
争
い
か
ら
生
じ
て
き
た
、
と
い
う

点
で
あ
る
。
ド
ヴ
ィ
リ
エ

M
P
F

は
、
左
右
両
陣
営
に
挟
ま
れ
凋
落
す
る
中
道

U

D
F

か
ら
の
脱
出
を
狙
い
、
パ
ス
ク
ワ

R
P
F

は
、
シ
ラ
ク
派
の
党
内
覇
権
が
確

立
し
つ
つ
あ
る

R
P
R

で
周
辺
化
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
新
た
な
対
立
軸
を
要
し

て
い
た
。
ま
た
左
派
陣
営
の
シ
ュ
ヴ
ェ
ン
ヌ
マ
ン
は
一
貫
し
て
社
会
党
の
中
道
化

と
親
欧
州
統
合
へ
の
路
線
転
換
を
非
難
し
続
け
た
人
物
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め

表3 フランスにおける欧州懐疑政党

政党名
大統領選得票率

％、第一回投票、2002 年

EP 選

％、2004 年

極左陣営

労働者の闘い L O

L C R 共産主義革命連合、現 N PA

労働者党 P T、旧 O CI

5.7

4.3

0.5

2.56

L O/L C R 共通

0.77

左派 共産党 PC 3.4 5.88

極右
国民戦線 F N

国民共和運動 M N R、F N 分派

16.9

2.3

9.81

0.31

主権主義

市民共和運動 旧 M D C、社会党分派

フランスのための運動 M PF、U D F 分派

フランスのための連合 RPF、RPR 分派

5.3

－

－

社会党共通

6.67

1.70

地域主義 狩猟・漁業・自然と伝統 CP N T 4.1 1.73

【出典】Grunberg, 2008: 42; 47 を基に作成
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大
統
領
候
補
適
格
者
（pre

´
sid

e
ntia

ble

）
の
地
位
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
だ
っ
た
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
国
民
投
票
と

E
P

選
挙
が
こ
れ
ら
欧
州
懐
疑
政
党
の
生
成
の
機
会
構
造
を
提
供
し
た
と
い
う
点
で
あ
る

（H
ain

s
w
orth

et
al.,

2
0
0
4

）。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
局
面
と
し
て
、
一
九
九
二
年
の

T
E
U

批
准
の
国
民
投
票
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
、

欧
州
統
合
を
争
点
と
す
る
政
治
的
次
元
が
拓
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
続
く
第
二
の
局
面
で
は
、
こ
の
政
治
的
次
元
の
延
長
線
上
に

九
四
年
と
九
九
年
の

E
P

選
が
行
わ
れ
、
欧
州
懐
疑
政
党
は
一
定
の
ス
コ
ア
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
間
、
九
八
年
に
は
ア

ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
議
会
批
准
と
い
う
、
も
う
ひ
と
つ
の
モ
ー
メ
ン
ト
も
あ
っ
た
。
し
か
し
第
三
の
局
面
と
し
て
、
欧
州
統
合
争

点
が
後
景
に
退
い
た
大
統
領
選
で
は
、
こ
の
サ
イ
ク
ル
は
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
局
面
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
は
、
選
挙
制
度
も
関
係
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
大
統
領
選
挙
お
よ
び
下
院
選
で
の
二
回
投
票

制
は
、
極
め
て
票
の
凝
集
性
が
高
く
戦
略
的
余
地
が
高
い
一
方
で
、
比
例
代
表
制
で
行
わ
れ
る

E
P

選
で
は
小
規
模
政
党
で
も
一
定

の
票
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
八
〇
年
代
後
半
の

F
N

の
躍
進
は
、
八
四
年
の

E
P

選
挙
（
一
一
％
）
を
境
に
し
て
の
こ
と

だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
選
挙
に
お
け
る
、
こ
の

ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
効
果

（Paro
di,1

9
92

）
は
、
欧
州
懐
疑
政
党
に
と
っ
て
の
機
会

構
造
と
し
て
作
用
す
る
。

一
九
九
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
の
政
党
シ
ス
テ
ム
で
生
じ
て
い
た
の
は
、
①
既
存
の
左
右
対
立
軸
が
弱
体
化
し
つ
つ
、
欧
州
統
合
や

環
境
問
題
と
い
っ
た
新
た
な
争
点
群
が
肥
大
化
し
、
②
こ
れ
に
対
応
す
る
政
党
側
の
供
給
（
主
権
主
義
政
党
や
緑
の
党
）
が
み
ら
れ

る
も
の
の
、
③
争
点
群
は
独
自
の
政
治
空
間
を
形
成
し
な
い
で
既
存
の
左
右
対
立
軸
に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う
サ
イ
ク
ル
で
あ
る

（Sa
u
g
er,

2
0
05

）。

な
お
、
二
〇
〇
五
年
の
欧
州
憲
法
条
約
案
の
批
准
に
際
し
て
は
、
こ
う
し
た
争
点
の
肥
大
化
に
伴
っ
て
、
欧
州
懐
疑
政
党
よ
り
も
、

野
党
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
政
党
の
困
難
が
確
認
さ
れ
た
（cf.

Iv
aldi,20

06;
C
resp

y,
20
0
7

）。
保
守
陣
営
は
主
権
主
義
者
の
周
縁

化
と
大
統
領
政
党

U
M
P

の
誕
生
に
よ
っ
て
条
約
案
へ
の

ウ
イ

を
支
持
し
た
が
、
深
刻
な
内
紛
を
抱
え
た
の
は
社
会
党
だ
っ
た
。
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社
会
党
は
憲
法
条
約
の
批
准
を
一
般
党
員
の
投
票
に
よ
っ
て
決
定
し
た
も
の
の
、
こ
れ
に
対
し
て
党
ナ
ン
バ
ー
2
で
二
〇
〇
七
年

大
統
領
選
出
馬
を
狙
う
フ
ァ
ビ
ウ
ス
が
否
決
を
支
持
、
国
民
投
票
を
前
に
党
は
分
断
さ
れ
た
（
柳
田
二
〇
〇
六
年
）。
九
二
年

T
E
U

お
よ
び
九
八
年
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
と
は
異
な
り
、
二
〇
〇
五
年
の

ノ
ン

の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、

A
T
T
A
C

（

市
民
を

支
援
す
る
金
融
取
引
課
税
を
求
め
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

）
や
極
左
シ
ン
ク
タ
ン
ク
・
コ
ペ
ル
ニ
ク
財
団
と
い
っ
た
市
民
社
会
団
体
が

牽
引
し
た
が
、
社
会
党
内
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
争
い
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
た
。
ま
た
、
社
会
党

執
行
部
は
二
〇
〇
九
年
の

E
P

選
で
、
現
政
権
へ
の
批
判
の
手
段
と
し
て
選
挙
を
利
用
す
る
よ
う
支
持
者
に
呼
び
か
け
た
（see

e.
g.,

,
1
5

m
ai2

0
0
9

）。
こ
う
し
た
戦
略
も
ま
た
、

統
合
│
独
立
軸

が
機
能
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
要
因
に
な
っ
て

い
る
。

4
・
2

英
国
の
事
例

フ
ラ
ン
ス
と
異
な
り
、
英
国
は
政
権
与
党
を
含
め
、
親
欧
州
的
態
度
が
全
面
化
す
る
こ
と
は
な
く
、
政
権
が
統
合
に
対
し
て
常
に

一
定
度
の
留
保
を
課
す

や
っ
か
い
な
パ
ー
ト
ナ
ー
（A

n
A
w
k
w
ard

P
artn

er

）

で
あ
り
続
け
て
い
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
英
国
世

論
は
想
像
以
上
に
欧
州
統
合
に
積
極
的
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
相
対
的
に
隔
離
さ
れ
て
い
る
政
治
空
間
で
の
エ
リ
ー
ト
や
利
益
団

体
の

自
己
強
化
的
な
欧
州
懐
疑
サ
ー
ク
ル

に
よ
る
影
響
が
大
き
い
と
指
摘
し
て
い
る
（G

e
or
g
e,
2
0
00

）。
ま
た
、
欧
州
懐
疑

政
党
が
党
内
派
閥
の
一
部
と
し
て
生
成
し
、
結
党
以
後
も
相
対
的
に
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
位
置
し
か
占
め
る
こ
と
の
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス

と
異
な
り
、
英
国
は
保
守
党
と
労
働
党
の
一
部
を
含
め
、
二
大
政
党
が
公
的
に

E
U

に
異
議
を
表
明
す
る
よ
う
な

開
か
れ
た
異
議

申
立
て

の
政
党
間
競
合
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。

一
九
七
九
年
に
与
党
に
返
り
咲
い
た
保
守
党
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、
単
一
市
場
構
想
に
積
極
的
だ

っ
た
も
の
の
、
他
方
で
八
〇
年
代
後
半
か
ら
再
浮
上
し
た
単
一
通
貨
構
想
や

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
は
一
貫
し
て
反
対
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の
態
度
を
貫
き
、
こ
れ
が
ハ
ウ
外
相
の
辞
任
と
い
っ
た
内
閣
の
か
く
乱
要
因
と
な
り
、
間
接
的
に
九
一
年
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
辞
任
へ
と

つ
な
が
っ
た
。
後
継
の
メ
ー
ジ
ャ
ー
首
相
は
、

T
E
U

交
渉
に
乗
り
出
し
英
国
を
再
び

共
同
体
の
中
心

に
押
し
戻
そ
う
と
す
る

も
の
の
、
こ
れ
は
保
守
党
内
だ
け
で
な
く
、
労
働
党
か
ら
の
厳
し
い
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な
り
、
再
び
英
国
が
欧
州
統
合
か
ら
遠

ざ
か
る
サ
イ
ク
ル
を
作
っ
た
。

保
守
党
が
、
政
権
の
対
欧
州
政
策
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
（B

a
k
er

et
al.,

1
9
93

）。
党
内
で
は
、
メ
ー
ジ
ャ
ー

の
予
想
以
上
に

ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
・
グ
ル
ー
プ
（T

h
e
B
r
u
g
es

G
ro

u
p

）

や

フ
レ
ッ
シ
ュ
・
ス
タ
ー
ト
（F

res
h
Start

G
ro

u
p"

）

と
い
っ
た
欧
州
懐
疑
派
の
影
響
力
が
強
く
、
欧
州
懐
疑
主
義
は
一
般
党
員
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
（se

e,
S
e
y
d
et

al.,

1
9
94

）。
結
果
と
し
て

T
E
U

交
渉
の
過
程
で
、
メ
ー
ジ
ャ
ー
政
権
は
単
一
通
貨
と
共
通
社
会
政
策
か
ら
の
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
を
選
択

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

一
九
九
二
年
の
総
選
挙
で
は
、
欧
州
統
合
は
大
き
な
争
点
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
与
党
は
議
席
の
多
く
を
失
い
、

T
E

U
条
約
批
准
に
際
し
て
二
桁
の
造
反
議
員
を
抱
え
、
メ
ー
ジ
ャ
ー
保
守
党
政
権
が
親
欧
州
主
義
に
傾
斜
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ

た
。
九
〇
年
代
前
半
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
と
の
差
異
化
戦
略
と
し
て
党
執
行
部
（
お
よ
び
メ
ー
ジ
ャ
ー
個
人
）
に
よ
る
親
欧
州
統

合
路
線
と
、
内
閣
・
党
執
行
部
内
の
欧
州
懐
疑
派
の
路
線
と
の
間
で
大
き
な
溝
が
生
ま
れ
、
政
策
は
大
き
く
揺
れ
た
。
こ
れ
は
、

国
家
主
権
と
資
本
主
義
の
党

（G
e
or
g
e,
2
0
0
0:

29

）
た
る
保
守
党
ゆ
え
の
ジ
レ
ン
マ
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
九
七
年
の
ブ
レ
ア
労
働
党
に
よ
る
政
権
交
代
で
一
転
す
る
。
同
政
権
は
、
欧
州
社
会
憲
章
の
批
准
と
い
っ
た

形
で
、
積
極
的
な
欧
州
政
策
を
一
定
の
留
保
を
付
け
つ
つ
も
、
展
開
し
た
。
中
で
も
、
一
九
九
八
年
一
二
月
の
サ
ン
マ
ロ
英
仏
会
談

で

E
S
D
P

（
欧
州
安
全
保
障
防
衛
政
策
）
創
設
に
合
意
し
た
こ
と
は
、
政
策
転
換
の
大
き
な
象
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
（
鈴
木
二
〇

〇
八
年
）。

確
か
に
保
守
党
と
比
べ
た
場
合
、
労
働
党
議
員
団
間
の
欧
州
懐
疑
色
は
相
対
的
に
薄
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
特
徴
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付
け
に
は
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
労
働
党
も
ま
た
、
戦
後
ア
ト
リ
ー
政
権
時
に
欧
州
統
合
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
資
本
主
義
の
拡
大

と
し
て
警
戒
し
、
六
〇
年
代
の
労
働
党
党
首
ゲ
イ
ッ
ケ
ル
は
、
マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
の

E
E
C

加
盟
方
針
を
激
し
く
非
難
し
て

い
た
。
こ
の
態
度
が
転
換
す
る
の
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
労
働
党
政
権
が
誕
生
し
、
そ
の
下
で
加
盟
交
渉
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
党
は
一
九
八
三
年
選
挙
で
遠
心
的
競
合
を
選
択
し
た
結
果
、
欧
州
統
合
と
の
距
離
を
再
び
拡
大
さ

せ
る
。
内
部
に
欧
州
懐
疑
派
（
例
え
ば

T
rib

u
n
e
G
ro

u
p"

）
を
抱
え
つ
つ
も
、
親
欧
州
の
方
針
が
確
固
と
し
た
も
の
と
な
る
の
は
、

党
内
改
革
と
軌
を
一
に
す
る
八
〇
年
代
後
半
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
（F

orster,
2
0
0
2

b:
c
h.
5

）。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
与

党
保
守
党
が
労
働
党
の
親
欧
州
的
態
度
を
今
度
は
非
難
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
英
国
の
場
合
、
欧
州
統
合
を
め
ぐ
る
態
度
は
、

オ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
相
対
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
面
が
大
き
い
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
構
図
は
、
二
大
政
党
制
を
支
え
る
選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム
に
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（Sprierin

g,

2
0
04

）。
す
な
わ
ち
、
敵
対
の
政
治
に
よ
っ
て
欧
州
統
合
を
め
ぐ
る
争
点
は
容
易
に
ア
ジ
ェ
ン
ダ
化
さ
れ
る
が
、
他
方
で
中
道
化
の

誘
引
が
働
き
、
小
規
模
政
党
が
介
在
す
る
余
地
の
低
い
二
大
政
党
制
の
も
と
で
は
こ
れ
が
正
面
か
ら
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
従
っ

て
欧
州
懐
疑
派
は
党
内
で
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
地
位
に
追
い
や
ら
れ
つ
つ
も
、
争
点
そ
の
も
の
は
常
に
表
面
化
し
て
い
る
と
い
う
、
あ
る

種
の
均
衡
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る

）
。

こ
の
均
衡
状
態
は
、
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
最
中
に
も
観
察
さ
れ
た
。
一
九
九
七
年
と
二
〇
〇
一
年
の
総
選
挙
で
は
、
以
下
に
み
る

よ
う
な

ハ
ー
ド
な
欧
州
懐
疑
政
党

に
よ
る
争
点
化
の
努
力
が
行
わ
れ
た
た
め
に
、
保
守
党
内
は
組
織
の
一
体
性
を
維
持
す
る
の

に
苦
慮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
大
政
党
の
内
部
そ
れ
ぞ
れ
に
欧
州
懐
疑
派
を
抱
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
争
点
化
は
内
部
分
裂
の
圧

力
を
も
た
ら
す
。
従
っ
て
、
党
エ
リ
ー
ト
は
言
説
上
で
は
欧
州
懐
疑
主
義
を
表
明
し
つ
つ
、
実
際
に
は
欧
州
争
点
を
管
理
す
る
方
向

を
模
索
し
、
そ
れ
が
再
度
党
内
紛
争
を
も
た
ら
す
と
い
う
悪
循
環
を
生
じ
さ
せ
た
（F

orster,
20
02

a

））
。

英
独
立
党
（

U
K
I
P）
や
国
民
投
票
党
（R

efere
n
d
u
m
P
arty

）、
社
会
労
働
党
（

S
L
P）
と
い
っ
た
、
小
規
模
で
は
あ
る
が
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強
力
な
欧
州
懐
疑
政
党
が
出
現
す
る
の
は
、
九
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る

）
。
こ
う
し
た
政

党
・
運
動
は
、
英
国
の

E
U

脱
退
を
正
面
か
ら
唱
え
る

ハ
ー
ド
な
欧
州
懐
疑

政
党
で

あ
る
（Ba

k
er

et
al.,

2
00
8

）。
中
で
も
、
九
四
年
の

E
P

選
で
フ
ラ
ン
ス
の

M
P
F

と
共

同
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
っ
た
国
民
投
票
党
は
、
一
九
九
七
年
総
選
挙
で
得
票
率
三
・
一
%

と
、
英
戦
後
政
治
史
の
中
で
小
政
党
と
し
て
は
そ
れ
ま
で
の
最
高
得
票
率
を
得
た
。

U
K

I
P

も
、
二
〇
〇
四
年
の

E
P

選
挙
で
同
一
六
％
と
、
自
由
民
主
党
を
凌
ぐ
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
を
み
せ
、
〇
九
年
の

E
P

選
で
も
既
存
政
党
の
地
位
を
脅
か
す
ま
で
に
な
っ
た

（se
e,
e.
g.

,
1
3

M
a
y2
00
9

）（
表
4
参
照
）。
こ
の

U
K
I
P

の
躍
進
は
、
一
九

九
九
年
か
ら

E
P

選
が
比
例
代
表
制
と
な
っ
た
こ
と
、
ニ
ュ
ー
レ
イ
バ
ー
の
親
欧
州
的
立

場
、
さ
ら
に
保
守
党
の
中
道
化
な
ど
に
求
め
ら
れ
る
（T

o
u
r
nier

S
ol,20

07

）。

な
お
、
欧
州
懐
疑
政
党
に
通
常
分
類
さ
れ
る
地
域
主
義
政
党
の

S
N
P

や
プ
ラ
イ
ド
カ

ム
リ
は
、
も
と
も
と
四
〇
│
五
〇
年
代
に
は
親
欧
州
統
合
の
政
党
だ
っ
た
。
七
〇
年
代
に

入
っ
て
方
針
転
換
し
た
の
は
英

E
E
C

加
盟
に
反
対
す
る
こ
と
で
、
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ

政
党
と
の
差
異
化
を
図
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
態
度
は
九
〇
年
代
に
入
っ
て
再
び
転
換
、

地
方
自
律
の
手
段
と
し
て

E
U

が
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（M

itc
h
ell,

19
98

）。

従
っ
て
、
地
域
主
義
政
党
の
欧
州
懐
疑
主
義
は
、
極
め
て
道
具
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
と
同
様
、
英
国
に
お
い
て
も
、
政
党
間
争
点
と
し
て
の
欧
州
統
合
は
、
既
存

の
左
右
対
立
軸
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
両
党
内
の
欧
州
懐

表4 英国における欧州懐疑政党

政党名 下院選得票率 ％、2001 年 欧州議会選挙得票率 ％、2004 年

保守党 32.7 26.7

U KIP 1.5 16.1

緑の党 0.7 6.3

スコットランド社会党 0.3 0.3

社会主義同盟 0.2 －

社会労働党 0.2 －

イギリス国民党 0.2 4.9

【出典】Baker et al., 2008: 108 を基に作成

法学研究 84 巻 2 号（2011 : 2）

656



疑
派
の
強
弱
、
ま
た
政
権
与
党
で
あ
る
か
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
る
か
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

4
・
3

小

括

フ
ラ
ン
ス
と
英
国
の
二
つ
の
事
例
を
通
じ
て
確
認
で
き
る
の
は
、
政
党
政
治
で
欧
州
統
合
が
争
点
化
さ
れ
る
の
は
、
政
治
エ
リ
ー

ト
や
欧
州
懐
疑
政
党
に
よ
っ
て
利
得
の
最
大
化
が
可
能
だ
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
現
象
は
、
ま
ず
党
組
織
内
の
次
元
で
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
欧
州
統
合
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
保
守
政
党
／
社
会
党
内
に
お

け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
争
い
に
従
属
す
る
形
で
争
点
化
さ
れ
、
ま
た
英
国
の
場
合
に
お
い
て
は
特
定
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、

党
運
営
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
処
理
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
党
内
組
織
の
次
元
に
お
け
る
欧
州
懐
疑
主
義
が
、
政
党
間
競
合
に
影
響
を

与
え
る
。
こ
の
第
一
の
次
元
は
、
ま
た
、
党
が
政
権
与
党
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
も
影
響
さ
れ
る
。

次
に
、
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
政
党
に
対
抗
す
る
い
わ
ゆ
る

ハ
ー
ド
な
欧
州
懐
疑
政
党

が
形
成
す
る
第
二
の
次
元
も
指
摘
で
き

る
。
こ
の
い
わ
ば
純
粋
な
欧
州
懐
疑
政
党
は
、
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
政
党
内
の
反
対
派
（dissid

e
nt

）
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
る
場
合

が
多
く
、
ま
た
市
民
社
会
の
欧
州
懐
疑
主
義
派
と
の
連
携
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
く
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
そ
の
成
功
の
度
合
い
は
世

論
の
動
向
や
国
民
投
票
や
選
挙
制
度
な
ど
の
、
政
治
的
機
会
構
造
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

し
か
し
、
表
面
化
し
た
欧
州
統
合
争
点
は
、
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
政
党
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
既
存
の
対
立
軸
で
あ
る
第
三
の
次

元
に
よ
っ
て
、
吸
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
次
元
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
二
つ
の
局
面
に
分
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
既

存
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
マ
ッ
プ
と
有
権
者
市
場
の
構
造
と
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
政
党
の
側
に
よ
る
争
点
管
理
の
局
面
で
あ
り
、
第
二
は

保
守
の
欧
州
懐
疑
政
党
で
あ
る
場
合
に
は

主
権

や

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

、
ま
た
左
派
の
場
合
に
は

再
分

配

の
問
題
を
扱
っ
て
、
既
存
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
マ
ッ
プ
が
利
用
さ
れ
る
局
面
で
あ
る
。
こ
う
し
た
戦
略
は
一
定
度
の
支
持
を
集
め

る
も
の
の
、
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
化
に
ま
で
は
至
ら
な
い
（H

o
o
g
h
e&

M
ar
k
s,
20
08

）。
つ
ま
り
、

E
U

は
、
支
配
的
な
政
党
が
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カ
ル
テ
ル
内
で
差
異
化
を
図
る
争
点
と
し
て
利
用
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
他
の
政
党
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
争

点
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る

（Ta
g
g
art,

1
9
98:

3
82

）
の
で
あ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
メ
ア
ー
は
欧
州
統
合
が
政
党
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
影
響
を
与
え
な
い
ま
で
も
、
そ
の
競
合
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
変
化

し
得
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（M

air,
2
0
0
1

）。
す
な
わ
ち
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
政
党
は
欧
州
議
会
と
い
う
、
未
だ
立
法
機
能
と
執
政

府
の
選
出
機
能
に
相
対
的
に
劣
る
機
関
に
し
か
直
接
的
に
関
与
せ
ず
、
欧
州
統
合
が
亀
裂
を
も
た
ら
し
う
る
争
点
で
あ
る
に
も
拘
わ

ら
ず
、
政
党
間
競
合
の
次
元
が

圧
縮
（hollo

w
in

g
o
ut

）

さ
れ
、
国
内
政
治
か
ら
欧
州
統
合
争
点
が
排
除
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
欧
州
統
合
に
よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
で
の
政
党
政
治
が

脱
政
治
化

さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る

と
も
い
え
る
。

5

お
わ
り
に
│
│
欧
州
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
政
党
政
治

本
稿
は
、
欧
州
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
が
政
党
組
織
内
お
よ
び
政
党
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
の
大
き
な
負
荷
要
因
と
な
っ
て
い
る
に
も
拘

わ
ら
ず
、
既
存
の
政
党
布
置
と
競
合
の
パ
タ
ー
ン
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
み
て
き
た
。

欧
州
懐
疑
政
党
へ
の
着
目
は
、
有
権
者
の
多
く
の
利
害
が

E
U

に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
と
い
う
ミ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル

で
の
変
動
が
、
直
接
的
に
政
党
・
政
党
シ
ス
テ
ム
へ
と
伝
達
さ
れ
な
い
と
い
う
事
実
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る

（Bartolini,20
0
1:

3
5

）。
こ
う
し
た
政
党
政
治
の
機
能
不
全
の
現
象
は
、
欧
州
統
合
過
程
だ
け
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
が
、
促
進

要
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

政
治
な
き
政
策
（P

olic
y
w
ith

o
ut

P
olitics

）
（Sc

h
m
idt,

2
00
5

）
が
支

配
的
で
あ
る

E
U

政
治
空
間
に
お
い
て
、
欧
州
統
合
は
政
党
政
治
の
空
洞
化
を
、
構
造
的
に
後
押
し
す
る
。
そ
し
て
欧
州
懐
疑
主
義

は
こ
の
よ
う
な

不
満
に
巣
く
い

、
そ
し
て
不
満
が

排
除
に
巣
く
う

こ
と
に
な
る
（M

air,
2
0
07

a:
1
6
5

）。
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欧
州
統
合
過
程
は
、
も
は
や
政
党
で
は
な
く
、
利
益
団
体
や
討
議
民
主
主
義
を
基
盤
に
し
た
利
益
代
表
の
経
路
を
優
先
し
て
い
る
。

利
益
団
体
に
よ
る
多
元
主
義
は
、
政
党
政
治
と
比
較
し
て
当
事
者
の
利
害
が
明
確
か
つ
直
接
的
で
あ
り
、
ま
た
利
益
の
イ
ン
プ
ッ
ト

と
評
価
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
た
め
だ
（Ric

h
ardso

n,
1
99
5

）。
そ
の
た
め
、

E
U

は
欧
州
委
員
会
を
中
心
に
、
利
益
団
体
の
組
織

化
と
協
力
に
よ
る
政
策
形
成
を
重
視
し
て
き
た
（Ric

h
ardso

n,
19
9
6

）。
行
政
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る

E
U

政
治
空
間
で
は
、
特
定

の
専
門
知
識
や
業
界
と
の
協
調
が
不
可
欠
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
形
成
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る

擬
似
多
元
主
義
（qu

asi
plu‑

ralis
m

）

の
様
相
さ
え
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（Sc

h
m
idt,

19
99

）。

政
党
組
織
の
と
り
わ
け
エ
リ
ー
ト
も
ま
た
、
統
合
の
争
点
化
に
消
極
的
で
あ
る
。

E
U

の
意
思
決
定
は
、
政
党
政
治
や
国
内
議
会

か
ら
隔
離
さ
れ
た
ア
リ
ー
ナ
で
下
さ
れ
、
か
つ
政
府
間
の
合
意
事
項
を
事
後
に
覆
す
に
は
政
治
的
コ
ス
ト
が
か
か
る
た
め
で
あ
る

（R
a
u
nio,

2
0
0
2

）。
他
方
で
政
党
エ
リ
ー
ト
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
組
織
間
協
力
と
情
報
交
換
に
よ
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
回
路
を
多
元
化
し
、
利
得
と
権
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
（Jo

h
a
n
sso

n,
20
02;

P
o
g
u
ntk

e
et

al.,
20
0
7

）。
こ
れ
は
、

政
党
支
部
や
一
般
党
員
を
迂
回
し
て
政
策
形
成
を
行
い
、
ま
た
党
執
行
部
と
専
門
家
に
よ
る
ア
ジ
ェ
ン
ダ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
能
力
を
拡

大
さ
せ
る
方
向
で
党
組
織
が
運
営
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ト
マ
セ
ン
／
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
エ
リ
ー
ト
と
一
般

有
権
者
は

全
く
異
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
住
ん
で
い
る

の
で
あ
る
（T

h
o
m
asse

n&
S
c
h
m
itt,

1
9
97:

1
81

）。
以
上
の
現
象

と
エ
リ
ー
ト
戦
略
は
、
利
益
集
約
の
コ
ス
ト
を
漸
減
さ
せ
、
エ
リ
ー
ト
と
党
員
の
一
体
性
を
反
故
に
し
て
、
政
党
政
治
の
空
洞
化
に

拍
車
を
か
け
る
。

並
行
し
て
、
欧
州
委
員
会
は
、
政
党
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
異
な
る
形
で
の
公
共
空
間
を
編
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
欧
州

委
員
会
は
、
一
九
九
九
年
か
ら
九
カ
月
に
わ
た
る
欧
州
市
民
社
会
の
（
自
薦
を
含
む
）
代
表
者
お
よ
び
各
利
益
団
体
、
各
国
シ
ン
ク

タ
ン
ク
と
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
始
し
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
白
書

（
二
〇
〇
一
年
）
を
作
成
し
た
。
九
〇
年
代
に

E
U

は
、

様
々
な
市
民
団
体
・
ア
ク
タ
ー
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
参
加
民
主
主
義
の
様
式
を
色
濃
く
し
て
い
っ
た
（W

eisb
ein,

2
001;

安
江
二
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〇
〇
七
年
‥
第
7
章
）。

注
意
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た

熟
議
／
討
議

の
過
程
は
政
党
組
織
の
内
部
で
も
再
現
さ
れ
、
政
党
が
、
態
度
決
定
や
党
首
選

出
に
際
し
て
党
員
の
意
見
を
よ
り
直
接
的
か
つ
限
定
的
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
に
し
、
討
議
民
主
主
義
の
実
践
に
よ
っ
て
正
統
性
を
維

持
し
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
だ
（B

u
d
g
e,
2
0
00

）。
こ
う
し
た
手
法
は
欧
州
統
合
に
ま
つ
わ
る
争
点
で
も
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
に
み
た
よ
う
に
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
社
会
党
は
二
〇
〇
四
年
一
二
月
の
党
員
投
票
に
よ
っ
て
欧
州
憲
法
条
約
案
へ
の
賛
否
を
問
い
、

過
半
数
の
支
持
を
も
っ
て
党
の
方
針
決
定
と
し
た
。

こ
う
し
た
意
思
決
定
と
政
策
形
成
の
様
式
は
、
ス
カ
ロ
ウ
の
い
う
よ
う
な

非
党
派
的
な
支
持
者
（n

o
n

e
n
rolle

d
s
u
p
p
ort‑

ers"

）

に
重
き
を
置
か
ざ
る
を
得
な
い
（Scarro

w,
l994

）。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
強
調
し
た
よ
う
に
、
こ
と
欧
州
統
合
争
点
に
関

し
て
は
、
内
部
で
表
明
さ
れ
る
欧
州
懐
疑
主
義
は
既
存
の
政
党
政
治
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
壁
に
阻
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う
構
造
的
限
界

を
抱
え
る
。

各
国
政
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
内
容
は
、
欧
州
統
合
の
進
展
と
と
も
に
収
斂
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
（P

e
n
nin

g
s,

2
0
06

）。
ま
た
、

E
U

の
権
限
が
拡
大
し
て
い
る
政
策
領
域
で
政
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
政
策
の
幅
は
さ
ら
に
縮
小
す
る
傾
向
に
あ
る

（D
or
u
sse

n&
N
a
n
o
u,
2
0
0
6

）。

こ
の
よ
う
に
、
一
方
で
は
欧
州
機
制
の
政
策
形
成
の
あ
り
方
、
他
方
で
は
政
党
の
現
代
的
な
変
容
の
二
つ
に
よ
っ
て
、
欧
州
統
合

過
程
は
、
従
来
の
政
党
政
治
の
あ
り
方
を
根
本
か
ら
変
容
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
（R

o
g
er,

2
0
07;

2
00
9

）。
こ
こ
か
ら
、
政
党
政

治
と
代
議
制
民
主
主
義
の
再
定
義
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

勝
者

と

敗
者

を
生
み
出
す
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
あ
っ
て
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
の
政
治
空
間
は
、
依
然
と
し
て
既
存

の
左
右
対
立
軸
で
そ
の
過
程
を
吸
収
し
よ
う
と
し
て
い
る
（K

riesi
et

al.,
2
0
0
6

）。
こ
う
し
た
構
図
は

脱
政
治
化

さ
れ
る
欧
州

統
合
過
程
で
も
再
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
欧
州
懐
疑
政
党
の
可
能
性
と
限
界
が
あ
る
。
ま
ず
、
欧
州
懐
疑
政
党
が
展
開
す
る
政

法学研究 84 巻 2 号（2011 : 2）

660



治
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
は
飽
く
ま
で
も
既
存
の
政
党
シ
ス
テ
ム
と
大
政
党
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
他
方
で
、
欧
州
統
合
は
い
わ
ば

隠
さ
れ
た
争
点

と
し
て
、
常
に
争
点
化
さ
れ
る
可
能
性
を
持
ち
、
政
治
的
動
員
の
た
め
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
利
用
さ
れ
る
余
地

を
残
し
て
い
る
。
こ
の
大
き
な
対
立
軸
の
行
方
が
ど
の
よ
う
に
編
成
さ
れ
る
の
か
│
│
そ
の
行
方
に

欧
州
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
政

党
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る

と
す
る
言
説
の
真
偽
は
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
1
）

本
稿
で
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

政
党
シ
ス
テ
ム

と
は
、

政
党
間
競
合
か
ら
生
ま
れ
る
相
互
作
用
の
シ
ス
テ
ム

の

こ
と
で
あ
り
、

政
党
相
互
の
関
連
性
や
、
各
政
党
が
ど
の
程
度
他
の
政
党
の
関
数
で
あ
る
の
か
、
他
の
政
党
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る

の
か

を
規
定
す
る
と
い
う
、
サ
ル
ト
ー
リ
の
古
典
的
定
義
に
拠
る
（
サ
ル
ト
ー
リ
一
九
九
二
年
‥
七
六
頁
）。

（
2
）

も
ち
ろ
ん
、
政
治
学
は

生
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
知
識

（
マ
ン
ハ
イ
ム
一
九
五
二
年
‥
一
一
頁
）
で
あ
る
と
同
時

に
、
他
方
で
政
体
と
し
て
の

E
Uは

形
成
途
上

（M
air,

2
0
07

b:
17

）
に
あ
る
。
従
っ
て
、
本
報
告
は
暫
定
的
な
観
察
に
過
ぎ
な
い
。

（
3
）

欧
州
懐
疑
主
義

は
政
党
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
加
盟
各
国
の
政
治
社
会
に
存
在
す
る
態
度
と
い
え
る
が
、
本
稿
で

は
政
党
の
欧
州
懐
疑
主
義
に
限
定
し
て
い
る
。
な
お
、
欧
州
懐
疑
政
党
を
ア
ク
タ
ー
と
し
た
場
合
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
に
お
け
る

親
／
反
欧
州
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
レ
ベ
ル
（
欧
州
議
会
）
に
お
け
る
親
／
反
欧
州
の
四
つ
の
態
度
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
前
者
の
政
党
政
治
の
分
析
に
限
定
し
た
い
。
ま
た
、
中
東
欧
の
新
規
加
盟
国
で
の
欧
州
懐
疑
政
党
に
つ
い

て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
諸
国
に
お
い
て
、
フ
ー
グ
は

G
A
L
（G

re
e
n/

A
lter

n
ativ

e/
Lib

ertaria
n

）
と

T
A
N

（T
ra
ditio

n
al/

A
uth

oritaria
n/

N
atio

n
alist

）
と
い
う
二
つ
の
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
左
右
次
元
と
同
等
の
優
位
性

を
持
つ
と
説
明
し
て
い
る
。H

o
o
g
h
e
et

al.,
20
02;

M
ar
k
s
et

al.,
2
0
0
6

を
参
照
。
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
差
当
た
りP

rid‑
h
a
m,
2
0
0
8,

H
e
n
d
erso

n,
20
0
8

を
参
照
。

（
4
）S

e
e
e.
g.

Lib
ertas

to
se
e
k
a
E
u
ro

m
ajority,"

,
D
ece

m
b
er13,

2
0
0
8.

Lib
ertas

運
動
に
つ
い
て

は
二
〇
〇
八
年
に
発
足
し
た
組
織
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
十
分
な
考
察
の
対
象
と
で
き
な
い
。

（
5
）

欧
州
統
合
と
政
党
と
い
う
問
題
群
に
あ
っ
て
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
レ
ベ
ル
に
お
け
る
政
党
組
織
の
発
展
と
政

党
政
治
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
の
研
究
と
対
を
な
し
て
き
た
。
超
国
家
的
な
政
党
間
協
力
と
い
う
視
点
の
先
駆
け
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と
し
てP

rid
h
a
m
&

P
rid

h
a
m,
1
9
8
1

、
代
表
的
な
も
の
と
し
てH

a
nle

y,
2
0
0
8;

H
ix&

L
ord,

1
9
9
7

を
参
照
。
も
っ
と
も
こ
う
し

た
研
究
ア
ジ
ェ
ン
ダ
は
ま
た
、
国
内
政
治
か
ら
欧
州
政
治
へ
の
研
究
対
象
の
移
行
、
さ
ら
に
（
特
に
英
国
で
顕
著
な
）
親
／
反
欧
州
の
言

説
の
形
成
と
い
う
学
界
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
部
分
的
に
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
6
）

例
え
ば
ユ
ー
ロ
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
調
査
で
は
、
懐
疑
派
の
多
い
英
国
に
お
い
て
有
意
な
欧
州
懐
疑
政
党
は
存
在
せ
ず
、
逆
に
懐
疑
派
が

多
い
と
は
い
え
な
い
フ
ラ
ン
ス
で
欧
州
懐
疑
政
党
が
存
在
し
て
い
る
。
但
し
こ
れ
は
政
党
組
織
を
単
位
と
し
た
場
合
で
あ
る
こ
と
に
注
意
。

（
7
）

お
お
ま
か
に
言
っ
て
、
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
が
歴
史
的
／
複
層
的
な
も
の
な
の
か
、
時
代
的
／
単
層
的
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
点
で

議
論
は
分
化
す
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、Zu

c
k
er

m
a
n,
1
9
75,

Flora,
1
9
99;

K
n
utse

n,
2
0
0
8

な
ど
を
参
照
。

（
8
）R

a
y,

L
e
o
n
ard,

19
99

の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
に
よ
る
（http://

w
w
w.
ls
u.
e
d
u/
fac

ulty/
lra

y2/
d
ata/

d
ata.

ht
m
l

）。

（
9
）

逆

U字
型

の
政
党
配
置
は
、
中
東
欧
諸
国
の
事
例
に
も
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
る
。Se

e,
R
o
v
n
y,
20
0
4.

（
10
）

こ
う
し
た
中
で
も
、
一
九
九
二
年
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
批
准
の
際
に
、

F
D
Pの
ブ
ル
ナ
ー
（M

a
nfre

d
B
r
u
n
n
er

）
に
よ

る
連
邦
裁
判
所
へ
の
提
訴
は
、
ド
イ
ツ
の
政
治
史
上
で
数
少
な
い
欧
州
懐
疑
の
モ
ー
メ
ン
ト
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
詳
細
に

つ
い
て
はW

iela
n
d,
1
99
4;

M
ac

C
or

m
ic
k,
19
9
5

を
参
照
。

（
11
）

ヒ
ッ
ク
ス
は
、
社
会
セ
ク
タ
ー
と
し
て
農
業
部
門
、

ユ
ー
ロ
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン

企
業
、
公
共
部
門
、
グ
ロ
ー
バ
ル
製
造
業
、
国
内

製
造
業
、
金
融
部
門
の
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
、
労
働
者
、
従
業
員
（
管
理
職
）、
所
有
者
の
階
層
を
挙
げ
て
い
る
。
従
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル

政
治
に
は
、
六
セ
ク
タ
ー
×
三
階
層
=
一
八
の
有
権
者
市
場
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。Se

e,
H
ix,

1
9
9
9:

7
7.

（
12
）

も
っ
と
も
、
例
え
ば
構
造
基
金
の
よ
う
に
下
位
政
府
レ
ベ
ル
で
展
開
さ
れ
る
再
分
配
政
策
で
は
左
右
対
立
軸
が
機
能
す
る
こ
と
が
証

明
さ
れ
て
い
る
。Se
e,

K
e
m
m
erlin

g&
B
o
d
e
n
stein,

20
0
6.

（
13
）

挑
戦
者

は
、
多
元
主
義
理
論
を
批
判
す
る
文
脈
で
社
会
抗
議
運
動
論
を
展
開
し
た
ギ
ャ
ム
ソ
ン
が
提
起
し
た
概
念
で
あ
る
。

S
e
e,

G
a
m
so

n,
1
97
5.

（
14
）

本
節
の
詳
細
は
吉
田
二
〇
〇
三
年
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
政
治
に
お
け
る
欧
州
懐
疑
主
義
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
説
明
と
し
てB

e
n
o
＾
it,

20
07

を
参
照
。

（
15
）

こ
う
し
た
初
期
条
件
の
変
化
に
加
え
て
、
九
〇
年
代
初
頭
の
不
況
と
ユ
ー
ロ
導
入
に
際
し
て
の
財
政
規
律
な
ど
に
よ
る
世
論
の
親
欧

州
的
態
度
の
降
下
も
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
（M

iln
er,

2
0
0
0

）。
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（
16
）

主
権
主
義
（so

u
v
erainis

m
e

）

と
は
九
〇
年
代
以
降
、
欧
州
統
合
に
反
対
し
て
広
く
国
家
主
権
の
擁
護
を
訴
え
る
政
治
的
態
度

の
フ
ラ
ン
ス
で
の
一
般
的
名
詞
で
あ
り
、
本
報
告
で
用
い
る

欧
州
懐
疑
主
義

と
互
換
可
能
な
概
念
で
あ
る
。See,

L
e
B
o
ula

y,

20
08.

（
17
）

九
九
年
の

E
P選
は
、
こ
の
ほ
か
小
規
模
欧
州
懐
疑
政
党
の
得
票
率
も
合
わ
せ
れ
ば
、
計
四
〇
％
が
反
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
政
党
に

流
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
18
）

シ
ュ
ヴ
ェ
ン
ヌ
マ
ン
お
よ
び

M
D
Cに
つ
い
て
は
畑
山
二
〇
〇
四
年
、
吉
田
二
〇
〇
四
年
を
参
照
。

（
19
）

他
方
、
欧
州
統
合
の
み
を
問
題
と
す
る
シ
ン
グ
ル
イ
シ
ュ
ー
政
党
は
生
存
し
に
く
い
た
め
、
欧
州
懐
疑
派
に
と
っ
て
は
二
大
政
党
の

内
側
か
ら
影
響
力
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
く
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
保
守
党
・
労
働
党
双
方
に
欧
州
懐
疑
派
が
継
続

し
て
き
た
理
由
と
い
え
る
。

（
20
）

九
九
年
に
は
、
完
全
少
数
派
と
な
っ
た
労
働
党
内
の
欧
州
懐
疑
派
が
、
保
守
党
の
一
部
と
連
携
し
、

新
欧
州
運
動
（N

e
w

E
u
ro

p
e
M
o
v
e
m
e
nt

）

を
立
ち
上
げ
る
な
ど
、
党
派
横
断
的
な
欧
州
懐
疑
主
義
も
出
現
し
た
。

（
21
）

こ
れ
に
は
、
九
九
年
の

E
P選
か
ら
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
除
い
て
比
例
代
表
制
が
導
入
さ
れ
る
と
い
っ
た
制
度
的
要
因
も
起
因
し
て

い
る
だ
ろ
う
。
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